
第

二

百

七

十

九

号

令

和

四

年

三

月

四

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
及
び
気
候
変
動
適
応
基
本
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

環
境
管
理
課)

一
〇
三
ペ
ー
ジ

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

一
〇
五

告

示

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

一
〇
五

○
道
路
の
供
用
開
始

(
道
路
維
持
課)

一
〇
六

○
飛
騨
川
圏
域
河
川
整
備
計
画
の
変
更

(
河

川

課)

一
〇
六

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
耐
震
工
事
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)
一
〇
六

規

則

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
及
び
気
候
変
動
適
応
基
本
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
一
号

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
及
び
気
候
変
動
適
応
基
本
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
及
び
気
候
変
動
適
応
基
本
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
規
則

第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
は｣

の
下
に｢

、
当
該
計
画
書
を
提
出
す
る

日
の
属
す
る
年
度
か
ら
三
箇
年
度

(

以
下

｢

削
減
計
画
期
間｣

と
い
う
。)

を
対
象
と
し｣

を
加
え
、

｢

計
画
期
間
の
初
年
度
の
六
月
末
日｣

を｢

削
減
計
画
期
間
の
初
年
度
の
七
月
末
日｣

に
改
め
、
同
条

第
二
項
第
三
号
中｢

計
画
期
間｣

を｢

削
減
計
画
期
間｣

に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
八
号
と
し
、

第
三
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

四

推
進
体
制

五

中
長
期
的
な
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
目
標

六

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
の
状
況

七

先
進
的
対
策
の
計
画

第
七
条
中｢
計
画
期
間
の
各
年
度
の
翌
年
度
の
六
月
末
日｣

を｢

削
減
計
画
期
間
の
各
年
度
の
翌
年

度
の
七
月
末
日｣
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
等
の
評
価
結
果
の
公
表
の
方
法)

第
七
条
の
二

条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
県
が
開
設
す
る

令和４年３月４日 岐 阜 県 公 報 第 279 号( 103 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
三
月
四
日



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
行
う
。

一

知
事
が
別
に
定
め
る
評
価
基
準
に
従
い
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
取
組
の
状

況
等
が
優
れ
て
い
る
と
知
事
が
認
め
た
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
、
変
更
後
の
温
室
効
果

ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
又
は
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
実
績
報
告
書(

温
室
効
果
ガ
ス
排
出

削
減
計
画
実
績
報
告
書
に
あ
っ
て
は
、
削
減
計
画
期
間
の
最
終
年
度
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を

提
出
し
た
事
業
者
の
氏
名(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称)

二

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
中｢

六
月
末
日｣

を｢

七
月
末
日｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

｢

を

｣

｢
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計
画
期
間

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
及
び
気

候
変
動
適
応
基
本
条
例
施
行
規
則

第
５
条
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者

の
要
件

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
及
び
気

候
変
動
適
応
基
本
条
例
施
行
規
則

第
５
条
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者

の
要
件

第
４
号
に
該
当
す
る

者 第
３
号
ロ
に
該
当
す

る
者

第
２
号
ロ
に
該
当
す

る
者

第
１
号
に
該
当
す
る

者 第
４
号
に
該
当
す
る
者

第
３
号
ハ
に
該
当
す
る
者

第
３
号
ロ
に
該
当
す
る
者

第
３
号
イ
に
該
当
す
る
者

第
２
号
ロ
に
該
当
す
る
者

第
２
号
イ
に
該
当
す
る
者

第
１
号
に
該
当
す
る
者

第
３
号
ハ
に
該
当
す

る
者

第
３
号
イ
に
該
当
す

る
者

第
２
号
イ
に
該
当
す

る
者

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
及
び
気

候
変
動
適
応
基
本
条
例
施
行
規
則

第
５
条
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者

の
要
件

先
進
的
対
策
の
計
画

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
の
状
況

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
す

る
た
め
に
実
施
す
る
措
置
及
び
達

成
す
べ
き
目
標

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
す

る
た
め
に
実
施
す
る
措
置
及
び
達

成
す
べ
き
目
標

中
長
期
的
な
温
室
効
果
ガ
ス
削
減

目
標

推
進
体
制

削
減
計
画
期
間

第
１
号
に
該
当
す
る

者 第
４
号
に
該
当
す
る
者

第
３
号
ハ
に
該
当
す
る
者

第
３
号
ロ
に
該
当
す
る
者

第
３
号
イ
に
該
当
す
る
者

第
２
号
ロ
に
該
当
す
る
者

第
２
号
イ
に
該
当
す
る
者

第
１
号
に
該
当
す
る
者

第
２
号
イ
に
該
当
す

る
者



に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
七
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
提
出
さ
れ

た
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
又
は
変
更
後
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
に
基
づ
く
温

室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
実
績
報
告
書
を
提
出
し
た
事
業
者
の
氏
名(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

名
称)

に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
掲
載
す
る
事
項
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
表
面
中｢

年
月

日
交
付

｣

を｢

年
月

日
交
付
【
文
書
番
号
：

】
｣

に
改
め
、｢�

｣

、｢及
び
印
｣

及
び｢

印□
｣

を
削

り
、
同
様
式
裏
面
中｢記

載
し
て
印
を
押
す
こ
と
｣

を｢記
載
す
る
こ
と
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
八
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

土
岐
市
肥
田
町
肥
田
字
西
之
洞
二
二
四
七
の
九
四(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

水
道
事
業
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
土
岐
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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先
進
的
対
策
の
実
施

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
の
状
況

目
標
の
進
捗
状
況

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
す

る
た
め
に
実
施
し
た
措
置

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
す

る
た
め
に
実
施
し
た
措
置

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
及
び
気

候
変
動
適
応
基
本
条
例
施
行
規
則

第
５
条
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者

の
要
件

第
４
号
に
該
当
す
る

者 第
３
号
ロ
に
該
当
す

る
者

第
２
号
ロ
に
該
当
す

る
者

第
３
号
ハ
に
該
当
す

る
者

第
３
号
イ
に
該
当
す

る
者



岐
阜
県
告
示
第
八
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
八
十
九
号

飛
騨
川
圏
域
河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
河
川
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
六
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
当
該
河
川
整
備
計
画
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
河
川
課
、
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
、
岐
阜

県
可
茂
土
木
事
務
所
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
、
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木

事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
耐
震
工
事
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
地
区
に
係
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
耐
震
工
事
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
緊
急
耐
震
工
事
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

三
百
六
十

一
号

路
線
名

高
山
市
高
根
町
中
之
宿
字
深
山
口

一
二
九
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
踊
場
一

一
六
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

公

示

松

本

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

中

津

川

市

役

所

縦

覧

場

所

令
和

四
・

三
・

四
か
ら

同

・

四
・

四
ま
で

縦

覧

期

間

令
和
四
年
三
月
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


